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本
日
は
、
第
五
十
一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
、
第
二
十
七
回
最
高
裁
判
所
裁
判
官

国
民
審
査
、
長
崎
県
知
事
選
挙
及
び
長
崎
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
長
崎
市
選
挙
区
）

（
佐
世
保
市
・
北
松
浦
郡
選
挙
区
）
の
投
票
日
で
す
。 

 

衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
国
政
に
お
け
る
我
々
の
代
表
を
、
県
知
事
選
挙
及
び
県
議

会
議
員
補
欠
選
挙
は
県
政
の
リ
ー
ダ
ー
や
地
域
の
代
表
を
選
ぶ
重
要
な
選
挙
で
す
。 

 

有
権
者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
国
政
及
び
県
政
に
県
民
の
皆
様
の
意
思
を

反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
大
切
な
機
会
で
あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
候
補

者
や
政
党
等
の
政
見
・
政
策
を
見
極
め
た
う
え
で
、
自
ら
の
自
由
な
判
断
に
よ
っ
て
、

も
れ
な
く
貴
重
な
一
票
を
投
ぜ
ら
れ
る
よ
う
切
望
い
た
し
ま
す
。 

 

特
に
、
若
い
世
代
の
皆
様
に
は
、
次
世
代
を
担
う
主
権
者
の
一
人
と
し
て
、
現
況

と
将
来
を
捉
え
、
自
分
の
考
え
を
一
票
に
託
し
、
積
極
的
に
投
票
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

今
回
の
選
挙
で
は
複
数
の
選
挙
が
同
時
に
執
行
さ
れ
ま
す
の
で
、
投
票
の
際
は
十

分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

•
 

衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
小
選
挙
区
選
挙→

候
補
者
の
氏
名 

•
 

衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
比
例
代
表
選
挙→

政
党
等
の
名
称
又
は
略
称 

•
 

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査→

や
め
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
思
う
裁
判
官
の
氏
名

の
上
の
欄
に
「×

」 

•
 

長
崎
県
知
事
選
挙→

候
補
者
の
氏
名 

•
 

長
崎
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙→

候
補
者
の
氏
名 

を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
の
う
え
、
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
投
票
所
入
場
券
を
紛
失
し
た
り
忘
れ
た
り
し
た
場
合
で
も
、
投
票
は
可
能

で
す
。
投
票
所
の
担
当
者
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。 

 



有
権
者
の
皆
様
が
、
一
票
を
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
必
ず
投
じ
て
い
た
だ
け
る
こ

と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。 

 

令
和
八
年
二
月
八
日 

 

長
崎
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

渡
邊 

敏
則 

 


